
開催記録 

名 称 第１回子ども・子育て会議 

開 催 日 時 令和３年 12月２日（木） 午後 6時 30分～午後 7時 20分 

開 催 場 所 会津美里町役場本庁舎 大会議室 

出 席 者 別紙名簿のとおり（欠席者１名） 

議 題 １ 人材育成プロジェクト（安心して子育てできる環境の提供）について 

２ 認定こども園の利用定員について 

資料の名称 ・令和２年度第３回子ども・子育て会議時説明資料 

・子育て支援センター移転先候補地（案） 

・施策３ 安心して子育てできる環境の提供 

・認定こども園の利用定員について 

記 録 方 法 □全文記録 ■発言者の発言内容ごとの要点記録 □会議内容の要点記録 

内   容 

１.開会 

 

２.教育長あいさつ 

 

３.会長及び副会長選出 

  会  長：天笠昌明認定こども園ひかり園長 

  副会長：山内啓子 NPO法人子育てネットワーク「ぽけっと」理事長を選出 

 

４．協 議 

（1）人材育成プロジェクト（安心して子育てできる環境の提供）について 

 

・子育て支援センターへの移転は決定か。 

→この案で進めていきたい。 

 

・新鶴地域から遠くなってしまうのが懸念する。 

→距離的な考慮をすると高田地域であるが、今ある施設を有効利用とすると、安

全安心に使える施設であると判断したところである。 

 

・本郷小学校の校庭に移設するとなると、本郷小学校の校庭は移設するのか。 

→本郷小中の義務教育学校化を目指して、中学校の校庭を使用する考えである。 

 

・子育て支援センターの利用者はどの地域の方が多いのか。 

→高田地域の方の利用が多い。 

 

・中心地に置いたほうが良いという議論もあったと思うが、新たに施設整備をする

という考えはないのか。 



→個別施設の整備計画を策定し、新築ではなく町公共施設の有効活用を図る考え

である。 

 

・病児保育を掲げているので病児保育施設を含めて整備するほうがよいのではな

いか。 

子育て支援センターの業務が多岐に渡るので、既存の施設を有効活用を図るという

のは残念である。 

 →多くの公共施設を有しているため、財政面も考慮し有効活用できる施設につい

ては、改修により有効活用を図っていきたい。 

 

・病児保育をファミリーサポート事業で展開しており、未満児を受け入れる体制を

整える環境も必要ではないか。 

→意見を踏まえてよりより施設となるよう検討したい。 

 

・3カ月からの保育については、救急の受入や小児科もいないことから、難しいた

め、6カ月以上から保育する対応をしている。町立こども園についても看護師の配

置が必要であると考えるので検討いただきたい。 

 

 

（2）認定こども園の利用定員について 

 ・利用定員を変更することでどんなメリットがあるのか？ 

 

（天笠ひかり園長補足） 

 ひかりは、平成２３年に開園し、当初は児童数が 200 名程度だったが、50 名程度

減っている。きぼうは、平成２９年に開園し、135名から 40名程度減っている。これ

からも減少が予想される中で、適正な定員に設定し、園の収入となる公定価格単価を

適正な額に設定して園を運営していきたい。 

 

 ・今後も児童数が減少したら、また定員を変更することはできるのか？ 

  →定員変更の頻度に制限はなく、令和５年度から再度変更することも可能。園か

ら申し出があれば、本会議に諮った上で、利用定員の変更を検討する。 

 

 ・今回の利用定員変更によって、施設増収分はどのくらいになるのか？ 

→私立認定こども園は、町から給付される公定価格単価により運営している。公

定価格単価は、児童のクラス年齢ごとに設定されており、例えば、０歳児であれ

ば、月額２０万円程度となっていて、利用定員が少ないほど、単価が大きくなる

仕組みとなっている。 

   今回の定員変更による増収額は、児童１人当たりの月額で、ひかりで千円程度、

きぼうで７千円程度となるので、これに児童数と１２ヵ月を乗じた額が、年間の

施設増収分となる。 

   これだけ町の支出分が増えると、財政負担への心配もあるかと思うが、この給

付費のうち、約 3/4は国と県から交付金が出ることになっている。町としては、

この交付金を活用して財政負担を抑えつつ、施設への給付費を増やすことで、園



で働く保育士等の処遇改善や、保育環境の向上に努めてもらい、児童の保育の質

の向上を図りたいと考えている。 

 

 ・公立の園も同様であるのか？ また、保護者の負担（保育料等）に影響はないの

か？ 

 ないならば、実際の在籍児童数とも乖離しているし、園のことや保育環境の向上を

考えると、定員を変更した方が良いと思う。 

→公立の園は、制度が違っていて、利用定員の増減によって変わるものはない。

公立の園の場合は、在籍児童数に対して地方交付税措置がなされている。 

  また、私立園が利用定員を変更しても、保護者負担金については、影響がない。 

 

（委員一同） 

 なし。（利用定員の変更について異議なし。） 

 

 

プロジェクトは案であるため、意見をいただきながらブラッシュアップしてきたい。 

 

５．閉会 

 


